
 
 

一

児
童
福
祉
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

児
童
福
祉
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。 

第
十
九
条
の
次
に
一
款
及
び
款
名
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
十
九
条
の
二
第
二
項
中
「
次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
」
を

「
同
一
の
月
に
受
け
た
指
定
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
支
援
に
つ
き
健
康
保
険
の
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
の
例

に
よ
り
算
定
し
た
額
か
ら
、
当
該
医
療
費
支
給
認
定
保
護
者
の
家
計
の
負
担
能
力
、
当
該
医
療
費
支
給
認
定
に
係
る
小
児
慢
性

特
定
疾
病
児
童
等
の
治
療
の
状
況
又
は
身
体
の
状
態
、
当
該
医
療
費
支
給
認
定
保
護
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
他
の
医
療
費

支
給
認
定
に
係
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
及
び
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第

 
 

 

号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
支
給
認
定
を
受
け
た
指
定
難
病
（
同
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
難
病
を
い

う
。
）
の
患
者
の
数
そ
の
他
の
事
情
を
し
ん
酌
し
て
政
令
で
定
め
る
額
（
当
該
政
令
で
定
め
る
額
が
当
該
算
定
し
た
額
の
百
分

の
二
十
に
相
当
す
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
相
当
す
る
額
）
を
控
除
し
て
得
た
額
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
る
。 

第
十
九
条
の
次
に
一
款
及
び
款
名
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
十
九
条
の
七
中
「
健
康
保
険
法
」
の
下
に
「
（
大
正
十
一

年
法
律
第
七
十
号
）
」
を
加
え
る
。 

第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
八
第
二
項
の
改
正
規
定
中
「
（
健
康
保
険
法
」
及
び
「
第
六
十
三
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る



 

 
 

二

食
事
療
養
を
い
う
。
第
二
十
四
条
の
二
十
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
る
。 

附
則
第
二
条
中
「
五
年
」
を
「
三
年
」
に
改
め
る
。



 
 

三

本
修
正
の
結
果
必
要
と
す
る
経
費 

本
修
正
の
結
果
必
要
と
す
る
経
費
は
、
平
成
二
十
七
年
度
に
お
い
て
約
二
億
円
の
見
込
み
で
あ
る
。 


